
産休届の申請については、事前に「トーナメント委員会」に「産休届」を提出し、

許可を得るものとする。※但し審査については数ヶ月要する場合もある。

※ＪＰＢＡ事務局内　トーナメント委員会へ提出

※２ヶ月～３ヶ月に１回

　トーナメント委員会開催・審議

⇒ 書面審議またはオンライン審議にて早急に対応の方向

※ＪＰＢＡ事務局内　トーナメント委員会へ提出

「産休届」 申請の流れ

「産休届(申請書)」をトーナメント委員会へ提出申請者
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